　　新型コロナウイルス感染症予防接種について（説明書）
１　新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の症状は、発熱、のどの痛み、咳などが中心です。潜伏期間は、２～３日で、感染経路は飛沫感染が中心ですが、閉鎖空間でのエアロゾル感染※もあります。重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。高齢者の場合、重症化率、致死率は高いとされています。
　※空気中をただよう微小な粒子の飛沫内に病原体が含まれており、この微小な粒子を介して感染すること。

２　ワクチンについて
ワクチン接種には、発症予防や重症化（入院）予防の効果があるとされています。なお、既に感染した者であっても再感染する可能性はあり、また、ワクチン接種による追加の発症予防効果が得られることも確認されています。いずれの年齢においても重症化（入院）予防効果は、発症予防効果より高いといわれています。

３　予防接種の副反応
主な副反応は、注射した部分の痛みや全身のだるさ、頭痛、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシー、心筋炎、心膜炎などがあります。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。その他、接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。

４　接種対象年齢
法律で定められた対象者は満65歳以上の者です。また、60歳～65歳未満で、重度の心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある者も対象となります。
本人の意思と責任で接種を希望する場合に限り接種を行います。接種を希望しない人に、原則として予防接種をすることはありません。

５　予防接種を受ける前に
（１）一般的注意
説明書をよく読んで、必要性や副反応について理解しましょう。
接種を受ける方がご自身で署名してから、受けてください。
自筆できない方は、代筆者が署名し続柄を記載してください。―裏面もご覧ください―




（２）予防接種を受けることができない人
①明らかに発熱のある者（通常37.5℃以上の場合）
②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
③予防接種の接種液の成分に対しアナフィラキシーを起こしたことが明らかな者
④予防接種の接種液の成分に対しアナフィラキシーなど重度の過敏症※の既往歴のある者
※アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。
⑤その他、医師が不適当な状態と判断した場合
上の①～④に該当しなくても医師が接種不適当と判断したときは接種できません。

（３）予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなくてはならない人
①心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患を有する者
②過去に予防接種で接種後２日以内に発熱、全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状のみられた者
③過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことのある者
④過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
⑤予防接種の接種液の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある者
⑥抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者

（４）予防接種を受けた後の一般的注意事項
①予防接種を受けた後３０分間は、急な副反応が起こることがありますので、医師（医療機関）とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
②入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
③接種当日はいつも通りの生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
④接種後、接種局所の異常反応や体調の変化がみられた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

（５）その他
このワクチンと他のワクチンとの同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

６　予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期接種を受けた方に、重篤な健康被害を受けた場合、その接種が当該予防接種と因果関係があると厚生労働省が認定したときは、予防接種法に基づく救済の対象となる場合があります。詳しくは、健康推進課へお問い合わせください。　【 雫石町健康推進課 TEL ０１９－６９２－２２２７ 】
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